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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料 

令和６年４月１７日 

件   名 令和５年度産業経済部 主要施策（突き抜け支援策）の進捗状況について 

所管部課名 産業経済部 産業政策課 

内   容 

 令和５年度産業経済部の主要施策のうち、「突き抜け支援策」として以下

の各事業を実施しており、その進捗状況を報告する。 

１ 海外販路拡大支援事業 

（１）令和５年度参加事業者 計１８社（参加年度別五十音順） 

  会社名 事業内容 

令
和
３
年
度
～ 

１ 株式会社オーエム アクリル加工 

２ 株式会社カブデザイン プロダクトデザイン・プロデュース 

３ 株式会社 Crista だるま製造販売 

４ 有限会社椎名製作所 アクセサリーパーツ製造販売 

５ Ｔ＆Ｅ Japan株式会社 ベビーアクセサリー製造販売 

６ 有限会社メニサイド 紙布/鞄製造販売 

７ 株式会社ヤマサワプレス 洋服のアイロンプレス、検品 

８ 株式会社ワタトー きなこ菓子製造販売 

令
和
４
年
度
～ 

９ 株式会社 KiKi 日本茶喫茶運営・茶葉販売 

10 株式会社 CAN てまりアクセサリー製造販売 

11 ザオー工業株式会社 金属加工業 

12 HOLY CRAP！ デザイン革靴・革小物 

13 株式会社 和宏 皮革加工製造 

令
和
５
年
度
～ 

14 株式会社浅野工芸 銀器の製造販売 

15 マルマサ製菓 菓子の製造販売 

16 ミツワ株式会社 プラスチック製品の製造販売 

17 有限会社三幸 アクリルパーツの製造販売 

18 株式会社山根製菓 米菓の製造販売 

（２）令和５年度までの事業実績 

令和３年度から実施してきた当事業の実績は、委託事業者からの報告

により、以下のとおりとなっている。 

委託事業費計 

（令和 3～5年度） 

支援した 

事業者数 

事業内での 

海外販路成約数 

（見込含む） 

事業内の 

海外売上概算 

（見込含む） 

67,503千円 
延べ 

44社 
82件 

11,700千円 

（目標 4,360千円） 
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（３）参加事業者からの評価 

令和５年度に参加した１８社にアンケートを実施した結果、以下のよ

うな評価を得た（１４社回答）。 

ア 事業に参加して得た効果に対する評価 

① 海外展開ノウハウや必要なネットワークの獲得など、自走に向 

けた準備に繋がっている。 

② ７社が、海外出展実績による信頼やブランド力向上などによっ 

て、国内での成約や売上向上に繋がっている。 

上位の回答内容 回答者数 

海外展開のためのノウハウが得られた ９社 

海外販路を広げるためのネットワークが得られた ８社 

ローカライズ対応などにより技術や商品開発に繋がった ７社 

国内市場の売上や注文につながった ７社 

イ 海外販路開拓状況の評価と課題 

１１社が「思ったより販路につながっていない」と回答しており、

原因として以下の主旨の回答があった。 

① コロナ禍において活動が制限された。 

② 参加事業者の体制などにより十分に力を入れられない場合が

あった。 

③ ２、３年という短期間、１、２回の出展では販路拡大は難しい。 

④ 令和５年度は参加事業者数が増え海外出展を短期間に４回行

うなど、個社へのきめ細かな支援が不足した面があった。 

一方、「目標やイメージに近い形で販路が開拓できている」と回答

した理由の中には、以下のような回答があった。 

① ３年目になって波及効果が表れてきたので継続が大切。 

② 出展などの実践とその振返りの機会を繰り返すことが大切。 

回答内容 回答者数 

目標やイメージに近い形で販路が開拓できている  ３社 

思ったより販路につながっていない １１社 

ウ 今後の海外展開に対する考え 

１１社が「今後も区の支援事業などを活用して、海外販路に挑戦し

たい」と回答し、うち数社が、短期間での販路拡大は難しいことから、

事業の継続を希望している。 

回答内容 回答者数 

今後も区の事業などを活用して、海外販路に挑戦したい １１社 

今後は得たノウハウをもとに自走により海外に挑戦したい  １社 

今後の方針について未定、検討中である  ２社 
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（４）これまでの課題と令和６年度の方針 

「思ったより販路につながっていない」との回答が多く、継続した出

展等が必要との声があることから、以下の課題に対応し支援を行う。 

課題 対応方針 

参加事業者の社内体制等の事情に

より力の入れ具合に差がある 

支援対象を参加意欲や運営体制が

持続できる１０社程度に絞る 

参加事業者が増えるなどし、個社

へのきめ細かな支援が不足した 

事業者数を絞り、出展準備支援や

振り返りをより丁寧に行う 

１年間の事業の中では、テスト販

売から展示会出展まで行い販路に

繋げることは難しい 

経験や商材力がある事業者に絞

り、テスト販売は実施せず早期に

バイヤー等との接点を提供するこ

とで販路の実現を支援する 

展示会出展から商談を行うスキー

ムのみでは展開地域が限定される 

新たに「国内商社等との商談」を

メニューに加え、中華圏以外にも

ターゲット市場を一部広げる 

（５）海外挑戦ノウハウの共有 

令和６年３月１９日、区内事業者向けに、参加事業者の経験談からノ

ウハウを共有するセミナーを開催した。 

ア 内容等 

（ア）パネルディスカッション形式で参加事業者が経験や学びを共有 

① 海外開拓準備編（パネラー２社） 

    現地専門家と連携したローカライズの進め方と重要性 

② 海外出展編（パネラー３社） 

商材にあった展示会選定の重要性と展示会でのプレゼンの 

工夫 

③ 展示会出展後編（パネラー３社） 

商談フォローの方法やスピードの重要性、成約までのハードル 

（イ）シンガポールの現地専門家からのメッセージ 

価格帯に合わせた見せ方や狙う展示会のポイント 

イ 参加状況等 

（ア）参加者数 ２５名 

（イ）主な感想 

① 参加事業者の話だったのでイメージが湧きやすかった。 

② 工夫した点、商談のリアルな話など参考になった。 

③ 実体験の話により自社の課題が明確になった。 

なお、令和６年度は、事業内で実施する海外販路ノウハウセミナ 

ーを区内事業者に公開し、広くノウハウの提供を行っていく。 
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２ 国内販路拡大支援事業 

（１）令和５年度参加事業者 計１０社（五十音順） 

 会社名 事業内容 

１ 株式会社 KiKi 日本茶喫茶運営・茶葉販売 

２ 株式会社コーダーズ造形 プラスチック製品の製造販売 

３ ザオー工業株式会社 金属加工業 

４ Ginpsy合同会社 クラフトジンの製造販売 

５ 株式会社ハギワラ 大豆加工品の製造販売 

６ はな壱 鼻緒の製造販売 

７ 有限会社三幸 アクリルパーツの製造販売 

８ 有限会社メニサイド 紙布/鞄製造販売 

９ らーめんしょっぷ中吉 ラーメン店 

10 株式会社ワタトー きなこ菓子製造販売 

（２）令和５年度の事業実績 

令和５年度事業の実績は、以下のとおりとなっている。 

委託事業費 支援した事業者数 合計売上概算 ※１ 

17,600千円 10社 
17,200千円 

（目標 4,070千円） 

※１ 「合計売上概算」の内訳 

事業で実施した 

商談の見込成約件数 

事業で実施した 

商談の見込売上概算 

事業の効果として 

発生した関連売上概算 

12件（50件中） 1,700千円 15,500千円 

（３）参加事業者からの評価 

令和５年度に参加した１０社にアンケートを実施した結果、以下のよ

うな評価を得た（９社回答）。 

ア パッケージや販促物のブラッシュアップ支援は非常に評価が高く、

商談や販売で効果があった、と複数の回答があった。 

イ 消費者ニーズを把握するためのテストマーケティングを商品展示

施設で行ったため、消費者から直接ニーズを把握できなかった。 

（４）これまでの課題と令和６年度の方針 

より一層の販路拡大を目指すため、以下の課題に対応し実施する。 

 

 

 

 

 

 



6 
 

課題 対応方針 

参加事業者の商品は高価格で高原

価率のため、卸取引では特に価格

に見合った価値をわかりやすくア

ピールすることが必要である 

参加事業者から効果が高いと評価

された、商材の強みを引き出すブ

ラッシュアップ支援などによっ

て、高価格相応の価値を引き出し

ていく 

事業後半の商談に向けた準備を促

進するため、自社の課題を早期に

認識してもらう必要がある 

事業初期に、商談代行を実施して

バイヤーのフィードバックを受け

るようにする 

消費者ニーズの把握方法に課題が

ある 

参加事業者が直接消費者ニーズを

把握するテストマーケティングの

実施場所及び方法を検討する 

 

３ 今後の方針等 

上記方針にもとづき、販路拡大に向け支援を実施していく。 

事業名 令和６年度予算額（令和５年度との差） 

海外販路拡大支援事業 21,800千円（-7,768千円） 

国内販路拡大支援事業 18,500千円（増減なし） 

また、海外販路拡大支援事業については、海外展示会の現場を職員が視

察し、令和７年度以降の事業のあり方を検討していく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和６年４月１７日 

件 名 令和５年度産業経済部 主要施策（底上げ支援策）の進捗状況について 

所管部課 産業経済部 企業経営支援課 

内 容 

 コロナ禍で苦しむ区内事業者の課題解決と経営意欲の向上等を図るため、令和４

年度から支援施策として設置した「事業者なんでも相談員」と「ウェブ活用アドバ

イザー」の令和５年度の相談実績を以下のとおり報告する。 

 

１ 事業者なんでも相談員（１名） 

  商売や生活に関して事業者が抱える様々な困り事や、悩み事の相談に対して、

解決に向けて支援を行う訪問相談員（会計年度任用職員。週３日勤務）。 

（１）相談実績（件）※ 年間訪問相談目標数１００件 

 訪問 電話 窓口 合計 

Ｒ４年度 
上半期 

４４ 
（約７件／月） 

３０ 
（５件／月） 

９ 
（約２件／月） 

８３ 
（約１４件／月） 

Ｒ４年度 
下半期 

３４ 
（約６件／月） 

３８ 
（約６件／月） 

４ 
（約１件／月） 

７６ 
（約１３件／月） 

Ｒ４年度計 
７８ 

（約７件／月） 
６８ 

（約６件／月） 
１３ 

（約１件／月） 
１５９ 

（約１３件／月） 

Ｒ５.４月 １２ ２６ ０ ３８ 
５月 １１ ２３ ７ ４１ 
６月 ２０ ２ ２ ２４ 
７月 １３ １０ １ ２４ 
８月 １２ １３ ２ ２７ 
９月 １１ ２ ５ １８ 
１０月 ４ ６ ２６ ３６ 
１１月 ２ ７ ２３ ３２ 
１２月 ３ ４ ２６ ３３ 

Ｒ６.１月 ２ ８ １８ ２８ 
２月 ５ ２ ７ １４ 
３月 １１ ３ ３ １７ 

Ｒ５年度計 
１０６ 

(約９件／月) 

１０６ 
 (約９件／月) 

１２０ 
(１０件／月) 

３３２ 
(約２８件／月) 

※ 丁寧な訪問等の伴走支援を原則としているため、同一事業者が複数回相談 

することもある。 

相談実績事業者実数（令和４年度からの累計） 

２６２社 
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（２）主な相談内容と対応 

  ア 商品ディスプレイのやり方を教えてほしい。 

（対応） 

    詰め込みすぎ、出しすぎで単調なディスプレイとなっていたため、「引き 

算」の考え方で形を整えていくことを助言した。 

  イ 売上計画の立て方、考え方を教えて欲しい。 

（対応） 

    週単位、月単位で売上の進捗管理をし、「現在の販売力の把握」「売上増 

加のためのイベント開催」「顧客の整理、管理」等を考慮して立てるようア 

ドバイスをした。 

  ウ 小規模事業者持続化補助金の事業化状況報告書の書き方を教えてほしい。 

（対応） 

相談者と一緒に内容を考え、どのように書いていくかを助言した。確定申 

告書を見て、本人の希望する年商とは大きく違っているので、売上向上も視 

野に入れながら、伴走支援した。 
 

２ ウェブ活用アドバイザー（１名） 

  販路拡大・販売促進に向けて、ホームページやＳＮＳ等の効果的な活用を事業所自

らできるよう支援する訪問相談員（会計年度任用職員。週３日勤務）。 

（１）相談実績（件）※ 年間訪問相談目標数１００件 

 訪問 電話 窓口 合計 

Ｒ４年度 
上半期 

８０ 
（約１３件／月） 

２４ 
（４件／月） 

１４ 
（約２件／月） 

１１８ 
（約２０件／月） 

Ｒ４年度 
下半期 

５５ 
（約９件／月） 

３１ 
（約５件／月） 

７ 
（約１件／月） 

９３ 
（約１６件／月） 

Ｒ４年度計 
１３５ 

（約１１件／月） 
５５ 

（約５件／月） 
２１ 

（約２件／月） 
２１１ 

（約１８件／月） 

Ｒ５.４月 ８ １８ ３ ２９ 
５月 ９ ２３ ４ ３６ 
６月 ８ ２０ ３ ３１ 
７月 ５ １１ ４ ２０ 
８月 １２ ８ １ ２１ 
９月 ９ ８ ０ １７ 
１０月 １３ ５ １ １９ 
１１月 ５ １０ ３ １８ 
１２月 ５ ８ １ １４ 

Ｒ６.１月 ８ ３ １ １２ 
２月 ８ ０ ０ ８ 
３月 １１ １ １ １３ 

Ｒ５年度計 
１０１ 

(約８件／月) 
１１５ 

(約１０件／月) 
２２ 

(約２件／月) 
２３８ 

(約２０件／月) 

※ 丁寧な訪問等の伴走支援を原則としているため、同一事業者が複数回相談 

することもある。 

相談実績事業者実数（令和４年度からの累計） 

２５２社 
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（２）主な相談内容と対応 

ア ホームページ作成業者選定方法についてアドバイスしてほしい。 

（対応） 

 Ｅｘｃｅｌを用いてイメージするレイアウトを作成する等、正確な見積で 

作成業者の比較がしやすくなるようアドバイス。レイアウト作成等、伴走支 

援した。 

イ ＬＩＮＥ公式のアカウントを取得したが運用できていないのでアドバイスして 

 ほしい。    

（対応） 

運用テストの実施やクーポン等を活用した利用客の囲い込み方法をアドバイ 

ス。自ら効率的に運用できるよう伴走支援を継続している。 
 

（３）伴走支援による実績 

 ページ構成から一緒に検討し、無料ツールで自社ホームページを作成。今後はブ 

ログ機能やＳＮＳ等を活用し、実績を紹介することで新規顧客獲得につなげていく。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ホームページ作成・更新補助金実績 

   対象期間 令和５年４月１０日から１２月２８日 

   相談件数 １０８件 

   申請件数  ８８件  
 

主な成果 ① ホームページ更新をしたところ問合せ件数が倍増した。求人 

       に関しても、採用面接の際にホームページ内の動画を見て興 

味を持った等の声も多く、効果を感じることができた。 

        ② ＵＲＬを名刺・チラシ等配布物に表示して広報活動を展開し 

たことで、問合せも増えてきている。 

           ③ 自社商品の情報を随時更新することで、効果的に情報発信で 

きるようになった。 

        ④ ホームページ上の情報を更新するだけでなく、ＳＮＳと連 

          携させることでＷｅｂ経由での予約が多くあった。 
 

 

３ 今後の方針等 

  事業者なんでも相談員は、全ての項目で令和４年度実績を上回った。ウェブ活用

アドバイザーはホームページ作成・更新補助金の事前相談が電話相談可能になった

ため、訪問実績は令和４年度実績を下回ったが、その他は上回った。引き続き、積

極的な広報を行い、区内事業者にきめ細かく丁寧な伴走支援を実施していく。 
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 産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料 

令和６年４月１７日 

件   名 産業経済部 主要施策（消費喚起策）の進捗状況について 

所管部課名 産業経済部 産業振興課 

内 容 

物価高の影響を受けた区内経済の消費喚起策を実施し、１年を通じて行う切れ目

のない経済支援３本「第３回レシート de商品券事業」「足立区商店街応援券（商連

プレミアム商品券）」「キャッシュレス決済還元事業」について進捗状況を報告する。 

 

１ 第３回レシート de 商品券事業 

（１）事業スケジュール 

店舗募集期間 

令和５年１２月１日～令和６年４月１９日 

※ 登録店一覧（紙）掲載は令和６年１月３１日まで 

① 募集チラシ全戸配布 １２月１日～１２月２７日 

② 前回登録店へＤＭ発送 １２月２６日 

③ 前回登録店へ電話かけ・訪問 １２月～１月 

④ 登録店舗数が少ない地域への電話かけ・訪問  

１月～３月 

特に小台、宮城、日暮里・舎人ライナー以西の地域 

を重点的に勧奨 

⑤ 団体周知 １２月～１月 

  （区商連、東京都青果物商業協同組合、酒販組合） 

区民への周知 

① あだち広報３月２５日号 

② 区民事務所、住区センター等へチラシ配布 

③ 町会・自治会掲示板へポスター掲出 

④ ＨＰ、ＳＮＳ 等 

申請セット配布 

（申請書・封筒） 

令和６年 ３月７日 

配布場所：区民事務所、住区センター、登録店舗等 

キャンペーン期間 令和６年 ３月２５日～５月２４日 

申請受付 令和６年 ３月２５日～５月３１日（消印有効） 

商品券発送期間 令和６年 ３月～８月（予定） 

協力金振込期間 令和６年 ６月～（キャンペーン終了後、順次） 

 

（２）登録店舗数（４月５日現在） 

１，５８９店（目標１，５００店） 

※ 第２回事業登録店舗数 １，３８２店 

（３）申請件数（４月５日現在：１２日間） 

４８５件（想定１００，０００件） 

※ 第２回事業における開始から１２日間の件数 ７８件 
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２ 「足立区商店街応援券（商連プレミアム商品券）」 

（１）事業概要 

 
令和５年度（参考） 令和６年度 

紙 デジタル 紙 デジタル 

応募期間 7/1～7/21 7/1～8/20 7/1～7/21 7/1～8/20 

使用期間 9/1～12/31 9/1～12/31 

プレミアム率 ２０％ ２０％ ２５％ 

発行セット数 ２万セット １．５万セット １万セット ２万セット 

発行額（プレ

ミ ア ム 分 含

む） 

２．４億円 １．８億円 １.２億円 ２．５億円 

プレミアム分 4,000万円 3,000万円 2,000万円 5,000万円 

事務費 約 5,600万円 約 5,476万円 

換金手数料 ０円 ０円 

 

（２）周知 

  ア はがき付きチラシの配布 

    ① 商店街店舗 

    ② 区民事務所など区内公共施設 

    ③ 区内駅スタンド 

  イ あだち広報（６月２５日号） 

  ウ 「公社ニュース トキメキ」（７月号） 

  エ ホームページ公開・ＳＮＳ発信 
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３ 「キャッシュレス決済還元事業」 

（１）事業概要（令和５年度との比較） 

  令和５年度 令和６年度 

対象決済アプリ PayPay 
auPAY、d払い、 

PayPay、楽天ペイ 

還元率 ２０％  ３０％ １０％ ２０％ 

対象店舗 

資本金５，００１万円以上の法人が運営する店舗は除く（※１） 

（※１）の中で従

業員数1,000人以

上の事業者の全店 

（※１）の中で従

業員数1,000人未

満の事業者の全店 

（※１）の中で

従業員数1,000

人以上の事業者

の全店 

（※１）の中で

従業員数1,000

人未満の事業

者の全店 

還元上限／回 ２，０００円 アプリごとに２，０００円 

還元上限／期間 １０，０００円 アプリごとに５，０００円 

期間 
１２/１～１２/２５ 

（２５日間） 

１２／１～１２／２５ 

（２５日間） 

還元額 
１２．３９億円 

予算：１９．１７億円 
１３．０億円 

事務費 
０．５億円 

予算：０．７８億円 
１．４７億円 

経済効果 

（決済額） 
７６億円 ６５～１３０億円（推定） 

経済波及効果 

（総務省計算 

ツール活用） 

１１４．８億円 
９８．２～１９６．３億円 

（推定） 

 

（２）特定財源（予定） 

   物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 ６０６，７６８千円 

 

４ 今後の方針等 

（１）３つの消費喚起策において、足立区商店街振興組合連合会や受託事業者と連

携し、円滑に展開していく。 

（２）物価高騰対策やキャッシュレス決済促進にかかる事業に活用可能な補助金の

動向を注視していく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和６年４月１７日 

件   名 
令和５年度緊急経営資金（新型コロナ対策及び原油価格・物価高騰対策資

金）の受付状況について 

所管部課名 産業経済部 企業経営支援課 

内   容 

 

新型コロナ対策及び原油価格・物価高騰対策資金である緊急経営資金の受
付件数等、融資実行状況の令和６年３月末までの実績について、以下のとお
り報告する。 
 

１ 緊急経営資金等受付件数 

月 緊急経営資金 
セーフティ 

ネット４号 

セーフティ 

ネット５号 

Ｒ２.３月 ８３９件 １４０件 ３３件 

Ｒ２年度上半期 ３,８６７件 ３,４２４件 ６３６件 

Ｒ２年度下半期 １,１４６件 ２,２２５件 ４６９件 

Ｒ３年度上半期 １,００８件 ６１８件 ６８件 

Ｒ３年度下半期 １,３１９件 ８４４件 ８１件 

Ｒ４年度上半期 １,７８９件 ８３５件 ４４件 

Ｒ４年度下半期 ２,００６件 ７７９件 ３９件 

Ｒ５年度上半期 １,２９５件（１８６） ６４１件 ３５件 

１０月 ２４８件（７５） ３３件 ９件 

１１月 ２０７件（６１） ４６件 ５件 

１２月 ２５６件（８０） ５９件 １０件 

Ｒ６.１月 １９２件（４３） ３１件 ２件 

２月 ２９９件（５０） ４１件 ２件 

３月 ５９８件（７５） ５６件 １１件 

  計 １５,０６９件（５７０） ９，７７２件 １，４４４件 

 ※ 令和４年８月１日から、１,０００万円から２,０００万円への融資上 
限額の引き上げを実施 

※ ( )内の数値は ＊緊急経営資金（特別借換）のあっ旋件数 
＊ 緊急経営資金（特別借換）とは、物価高騰等で区の緊急経営資金 
の返済に苦慮している区内事業者のため、新たに「保証料の全額補 
助」「据置期間の設定」「借換え元の元金の返済を求めない」という 
３つのメリットを付与し、令和５年８月１日から実施している借換 

え制度。金融機関に対し、申請時に事業者の強み弱み等を分析し、 
今後の経営に活かしていく「ＳＷＯＴ分析・事業性評価シート」の 
提出を必要とし、伴走支援を促している。 
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新型コロナウイルスに係るセーフティネット等の各申請期限について、 

セーフティネット４号は資金使途を借換目的に限定のうえ、令和６年３月
３１日から令和６年６月３０日まで延長された。また、セーフティネット
５号も令和６年３月３１日から令和６年６月３０日まで延長された。 

※ セーフティネット保証とは 

様々な突発的事由によって経営が困難（売上高等が減少）となった 
   中小企業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保 

証を行うもの。市区町村が認定する。 
【セーフティネット４号】 

自然災害等の突発的災害を対象として全都道府県を指定。原則と 
して最近１か月間及び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて 
２０％以上減少している場合、保証協会が債務の１００％を保証す 
る。 

【セーフティネット５号】 
全国的に業績が悪化している業種を指定。原則として最近１か月 

間及び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて５％以上減少し 
ている場合、保証協会が債務の８０％を保証する。 
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２ 融資実行件数等  

月 融資実行件数 実行金額 信用保証料補助額 

Ｒ２.３月 ２４件 １８５,５００千円 ４,８３５千円 

Ｒ２年度上半期 ３,８７４件 ２６,５９２,１８０千円 ７０２,８４０千円 

Ｒ２年度下半期 １,０７３件 ６,２３９,６１０千円 １５７,２００千円 

Ｒ３年度上半期 ９６０件 ４,８３８,２６０千円 １１８,３５６千円 

Ｒ３年度下半期 ９６９件 ４,７４４,６６０千円 １１１,０２８千円 

Ｒ４年度上半期 １,６３２件 １０,１２４,６５０千円 ２３９,８１９千円 

Ｒ４年度下半期 １,８２６件 １５,５５２,２００千円 ３７６,４９０千円 

Ｒ５年度上半期 
１,３４０件 

（５件） 

１１,００９,７２０千円 

（３２,０００千円） 

２５６,２８９千円 

（７１６千円） 

１０月 
２８０件 

（８９件） 

２,３０８,３１０千円 

（８３８,６３０千円） 

５２,６０２千円 

（２２,１４５千円） 

１１月 
２４０件 

（７２件） 

２,１９９,３４０千円 

（７８６,３５０千円） 

５０,５６４千円 

（１９,８７９千円） 

１２月 
２００件 

（６３件） 

１,５５４,６９０千円 

（５９９,７９０千円） 

３６,１２７千円 

（１４,０７５千円） 

Ｒ６.１月 
２２５件 

（７７件） 

１,９２４, ０６０千円 

（７４６,７００千円） 

４２,３６９千円 

（２２,２６８千円） 

２月 
１９０件 

（５８件） 

１,５６６,３２０千円 

（６１５,９５０千円） 

２９,８０３千円 

（１３,１６９千円） 

３月 
２４５件 

（４１件） 

１,９９７,２０６千円 

（３９０,１０６千円） 

４３,７９３千円 

（１０,３１３千円） 

計 
１３,０７８件 

（４０５件） 

９０,８３６,７０６千円 

（４,００９,５２６千円） 

２,２２２,１１５千円 

（１０２,５６５千円） 

 ※ ( )内の数値は緊急経営資金（特別借換）の実行件数、実行金額及び信
用保証料補助額 

 ※ 緊急経営資金（特別借換）は、東京信用保証協会へ借換元融資の保証
料返還額を確認し、返還額と借換融資の保証料の差額を助成するため、
他の融資よりも１か月から２か月程度遅れて事務処理される。よって、
特別借換の当月分の実行実績は翌月分以降の実行実績として計上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の方針等 
今後も区内の経済状況を注視しつつ、引き続き区内事業者に対しきめ細 

かく丁寧な支援を行っていく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和６年４月１７日 

件   名 
東京芸術センターにおける天空劇場（２２階）及び会議室（９階）の利用

料負担額の改定について 

所管部課名 産業経済部 企業経営支援課 

内   容 

 

東京芸術センターの天空劇場（イベント・展示ホール関連施設）及び会議

室の利用料負担額について「東京芸術センターホール施設の利用に関わる契

約書」の規定に基づき改定したので報告する。 

１ 改定の理由 

契約書では、平成１８年１月の物価指数を基に３年ごとに変動率を算定 

し、変動率が５％以上の場合は利用料負担額を改定すると規定されている。 

令和６年度から８年度の利用料負担額について、変動率を算定したところ 

５％を超えたため、以下のとおり改定した。 

２ 改定利用料負担額（年額） 

 改定前 改定後 差額 

天空劇場 81,906,000 円 89,580,592 円 7,674,592円 

会 議 室 21,681,000 円 23,712,509 円 2,031,509円 

合  計 103,587,000 円 113,293,101 円 9,706,101 円 

 ※ 改定により、年間 9,706,101 円の増額となった。 

３ 契約の相手方及び改定年月日 

（１）契約の相手方   綜合商事株式会社 

（２）改定年月日    令和６年４月１日 

４ 利用料負担額の算定（参考） 

（１）変動率の算定 

変動率は東京都が発表する「東京の物価」1月分に記載されている直近 

の年の東京都区部消費者物価指数（総合指数）に従い、次のように算出 

する。 

変動率＝①見直し時の物価指数÷②平成 18年 1月の物価指数 

① 令和 6年 1月の物価指数＝106.3（＝見直し時の物価指数） 

（令和 2年の基準指数を 100とした場合） 

② 平成 18年 1月の物価指数＝96.9 

（平成 12年の基準指数を 100とした場合） 

※ 令和 2 年の基準指数を 100 とした場合の平成 18 年 1 月の物価指

数（96.9）は 97.1907（総務省統計局発出の「第６ 新・旧指数の

接続」により算定）。 

変動率＝①106.3÷②97.1907＝1.0937260458 

    変動率＝1.0937（小数点第５位以下を切捨て） 
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（２）改定年間利用料負担額の算定 

  ア 年間利用料負担額改定算定式 

  見直し年額＝契約時の甲の利用料負担額×変動率 

  イ イベント・展示ホール関連施設（天空劇場） 

    340,000 円/日×219日（年間６割分）×1.1（消費税） 

=81,906,000 円×1.0937（変動率）＝89,580,592 円 

    ※ ホール単価（371,858 円/日） 

  ウ 会議室（６室分） 

     90,000円/日×219日（年間６割分）×1.1（消費税） 

=21,681,000 円×1.0937（変動率）＝23,712,509 円 

    ※ 会議室単価（98,433 円/日） 

   年間利用料負担額合計 イ+ウ  ＝113,293,101 円 

 

契約書第７条抜粋（参考） 

第７条 第３条に規定する利用権に基づく甲の年間利用料負担額は、次の 

算定式により求めた額とする。 

  （１）イベント・展示ホール関連施設 

      340,000円/日×219 日×1.05（消費税）＝78,183,000円 

  （２）会議室 

       90,000円/日×219 日×1.05（消費税）＝20,695,500円 

     なお、消費税は改定がある都度、修正するものとする。 

２ 甲の利用料負担額の改定については、３年毎に以下の掲げる方式によ 

り改定する。 

見直し年額＝契約時の甲の利用料負担額×変動率 

変動率は東京都が発表する「東京の物価」1月分に記載されている直近 

の年の東京都区部消費者物価指数（総合指数）に従い、次のように算出 

する。 

（変動率＝見直し時の物価指数÷平成 18年 1月の物価指数） 

なお、変動率が 5％未満のときは、改定を行わない。 

３ 第２項の規定にかかわらず、社会情勢の大幅な変動等があり改定後の 

利用料負担額が明らかに不相当になった場合は、第２項に定めた改定時 

期の前であっても甲乙協議のうえ、利用負担額を改定することができる。 

４ 前項に規定する利用負担額見直しについて、甲と乙との間における協 

議が整わない場合は、甲及び乙は裁判所の調停手続きにより誠実に協議 

するものとする。 

 

５ 今後の方針等 

利用料負担額は東京芸術センター開設以来、初めての改定となった。令

和６年度から令和８年度まで改定後の年間利用料負担額を各年度支出して

いく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料 

令和６年４月１７日 

件   名 令和５年度小規模事業者経営改善補助金の進捗状況について 

所管部課名 産業経済部 産業振興課 

内   容 

経営改善計画作成を通して、区内小規模事業者の資材・燃料高騰に対応

する経営力を強化するため、令和５年６月１日から相談受付を開始し、令

和６年２月１３日で申請受付を終了した「小規模事業者経営改善補助金」

について報告する。 

 

１ 小規模事業者経営改善補助金について 

（１）概要 

ア 補助上限額 ２００万円（令和４年度 ６０万円から拡充） 

イ 補助率 ２/３（令和４年度 １/２から拡充） 

ウ 補助対象者数 ３００者（令和４年度 ４５者から拡充） 

エ 事業者規模：製造業、建設業、運輸業、その他の場合は２０人以

下、商業又はサービス業の場合は５人以下の事業者（中小企業基本

法第２条第５項） 

オ 計画書作成相談受付期間：令和５年６月１日～１１月３０日（事

前相談必須） 

カ 申請期間：令和５年６月１日～令和６年２月１３日 

 

２ 申請件数等（４月５日現在） 

 令和４年度（参考） 令和５年度 

総計 内訳 総計 内訳 

相談 

件数 

※11/30 

で締切 

６７件 ６月：１２件 

７月： ６件 

８月： ７件 

９月： ９件 

10月：１２件 

11月：２１件 

４７２件 ６月： ８１件 

７月： ４３件 

８月： ４３件 

９月： ６９件 

10月： ９８件 

11月：１３８件 

※ 交付対象外や人数要 

件が合わず△７５件 

申請 

件数 

５６件 

 

６月： ０件 

７月： ９件 

８月： ３件 

９月： ７件 

10月： ４件 

11月：１１件 

12月：１２件 

１月：１０件 

 

３９７件 

 

６月： １６件 

７月： ３６件 

８月： ３６件 

９月： ３６件 

10月： ５０件 

11月： ５６件 

12月： ８０件 

１月： ６８件 

２月: １９件 
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※ ２月末納品ができない、

計画相談で費用対効果を

検討し購入を中止等 

 △１８件 

 令和４年度（参考） 令和５年度 

総計 内訳 総計 内訳 

交付 

決定 

金額 

26,253 

千円 

56件 

 

 

６月:  ０千円 

７月: 421千円  2件 

８月:1,040千円 2件 

９月: 378千円 2件 

10月:3,005千円 6件 

11月: 532千円 2件 

12月:3,110千円 6件 

１月:4,071千円 9件 

２月:7,950千円 14件 

３月:5,746千円 13件 

477,159 

千円 

３７９件 

 

６月：    ０千円 

７月：  3,099千円  4件 

８月：  8,402千円 11件 

９月： 14,676千円 14件 

10月： 19,555千円 18件 

11月： 39,025千円 29件 

12月： 41,932千円 34件 

１月： 47,996千円 39件 

２月： 97,951千円 82件 

３月：204,523千円148件 

※ 予算額６０７，０７７千円 執行率７８．６％ 

 

３ 主な申請内容 

（１）製造業 

ア 加工用機械、コンプレッサー、加工機メンテナンス 

イ 生産管理ソフト及び管理専用タブレット 

ウ 専用ＣＡＤ及びＣＡＤ連動機械の修理 

（２）運輸業 

ア エコタイヤ 

（３）小売業 

ア 厨房機器、換気装置 

イ 店舗改修（壁・床・照明など）・看板改修 

（４）医療 

ア 歯科用ユニットの購入 

（５）情報通信業 

ア 動画編集専用ＰＣ 

イ ＡＩモデル開発用ハード・ソフトの購入 

（６）農業 

ア ビニールハウスの設置 

（７）娯楽業 

ア 音楽編集用ハード・ソフトの購入 

（８）その他（製造業・小売業等） 

ア エアコンの購入 
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４ 相談時の希望補助額 

  平均約１２８万円（補助上限２００万円） 

 

５ 事業者からの声 

（１）ガラス器具製造 

外注に依存していたガラスの摺り加工について、新式の摺り機を導

入し内製化したことで、品質向上、納期短縮を実現した。 

（２）大工業 

工事機器を一新したことで経営改善の意識が高まり、積極的に営業

活動をするようになった。その結果、内装工事が受注できた。 

（３）英会話教室 

経営改善のために実施すべき内容が明確になった。 改修により、

お客様から「教室がきれいになった」との声をいただいている。 

 

６ 令和６年度の事業内容 

（１）資材・燃料費高騰対策として補助上限２００万円、補助率２/３を

継続していく。また、製造業、建設業、運輸業、その他の場合は３０

人以下（令和５年度２０人以下）、商業又はサービス業の場合は１０

人以下（令和５年度５人以下）に対象事業者の範囲を広げ支援する。 

（２）対象事業者の範囲拡大に伴い、事業名に「等」を加え、「小規模事

業者等経営改善補助金」と改める。 

（３）青色申告会、法人会、足立区工業会連合会やあだち異業種連絡協議

会等を通じてチラシを配布、また区内事業者に直接郵送する。さらに

「公社ニュース トキメキ」６月号で成功事例の紹介を掲載し、周知

徹底を図る。 

（４）経営改善計画の窓口相談のうち、２回目以降で決算書等の確認が必

要ないなど、簡易な相談を一部オンライン化。 

（５）経営状況の支援前との比較を実施し、効果測定の強化を図る。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料 

令和６年４月１７日 

件   名 
令和５年度足立区運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金の進

捗状況について 

所管部課名 産業経済部 産業振興課 

内   容 

 エネルギー価格高騰の影響を受け、価格転嫁が困難な足立区内の中

小運輸事業者を支援するために令和５年１２月１日より実施し、令和

６年３月１日に申請受付を終了した足立区運輸事業者エネルギー価

格高騰対策支援金の申請等の状況について報告する。 

 

１ 足立区運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金について 

（１）概要 

ア 対象：運輸業を営む区内中小事業者の事業用車両 

（緑ナンバー・黒ナンバー） 

イ 申請期間：令和５年１２月１日～令和６年３月１日 

 

（２）申請・交付件数及び交付決定金額 

 
総計 

内 訳 

12月 1月 2月 3月 

申請 
件数 

１，１８４件 ３６５件 ５７６件 ２３０件 １３件 

交付 
件数 

１，１７７件 ４３件 １６８件 ６４９件 ３１７件 

交付 
金額 

116,695千円 5,727千円 32,654千円 56,818千円 21,496千円 

予算額： 189,791千円 交付決定割合： 約61.5％ 

※ １２月、１月は添付書類の不備等があり、審査保留のため 
交付決定が少ない 

 
（３）車両別内訳 

車両の種別 支援金額 
交付決定台数 
（※内訳） 

交付決定金額 

トラック等 23,000円／１台 3,700台 85,100千円 

軽貨物等 8,000円／１台 151台 1,208千円 

タクシー等 8,000円／１台 2,359台 18,872千円 

バス 35,000円／１台 329台 11,515千円 

合計  6,539台 116,695千円 

※内訳 １件で複数種別の申請が含まれている（２８件） 

 

２ 今後の方針等 

資材、燃料費高騰等対策については、今後も社会情勢や国・都の

支援等を注視し、事業者の負担軽減策について検討する。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和６年４月１７日 

件   名 「しょうぶまつり＆世界の食広場」の開催について 

所管部課名 
産業経済部 産業振興課、一般財団法人足立区観光交流協会、 

都市建設部 道路公園整備室 パークイノベーション推進課 

内   容 

「しょうぶまつり＆世界の食広場」を、以下のとおり開催するので報告する。 

 

１ 目的 

区立しょうぶ沼公園のハナショウブの魅力を活かした「しょうぶまつり」

と、都立東綾瀬公園でのフードイベント「世界の食広場」を同時に実施する

ことで、区内外から多くの人を集め、地域の活性化に寄与する。 

 

２ 実施概要 

（１）主催 

   一般財団法人足立区観光交流協会、足立区 

（２）日時 

   令和６年６月１日（土）、２日（日）午前１０時から午後４時まで 

  ※ 世界の食広場は、午後６時まで 

（３）会場 

  ア 「しょうぶまつり」 区立しょうぶ沼公園 

  イ 「世界の食広場」  都立東綾瀬公園ハト広場 

（４）セレモニー（案） 

   地元の町会・自治会及び商店街の関係者を招き、以下のとおり開催する。 

名称 会場 日時 

オープニング 

セレモニー 
しょうぶ沼公園 

６／１（土） 

 ９：４５～ 

グリーティング 

セレモニー 

東綾瀬公園 

ハト広場 

６／１（土） 

１１：３０～ 

（５）内容（案） 

  ア しょうぶ沼公園会場 

① しょうぶ田の開放・木道設置 

② ハナショウブの解説、しょうぶ茶屋、地元商店街の模擬店、足立 

  区友好自治体の物産展など 
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イ 都立東綾瀬公園会場 

    ① 世界の食広場（世界約２０か国の料理を販売） 

    ② ＰＲ展（区、アヤセ未来会議、東京メトロ、東京都水道局、足立 

成和信用金庫など） 

    ③ 大道芸 

  ウ スタンプラリー（両会場を結ぶコースで、完歩賞あり） 

 

３ 今後の方針等 

綾瀬駅東口駅前交通広場整備工事中であるため、ハト広場西側のプロムナ 

ードは、使用できない。工事区域から北側に延びる、東京武道館までのプロ 

ムナードを有効活用して、テントを配置していく。 

 

＜令和５年度 会場図＞        ＜令和６年度 会場図（案）＞ 

 

 

 

世界の食広場 

出展テント 工事区域 

出展テント 

候補地 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料 
令和６年４月１７日 

件  名 「第４６回足立の花火」の開催について 

所管部課 産業経済部 産業振興課、一般財団法人足立区観光交流協会  

内  容 

 「第４６回足立の花火」を、以下のとおり開催するので報告する。 

 

１ 実施概要 

（１）日時 

令和６年７月２０日（土）午後７時２０分～午後８時２０分 

荒天中止 

（２）会場 

   荒川河川敷（東京メトロ千代田線鉄橋 ～ 西新井橋間） 

打上場所は千住側（堤南） 

（３）打上発数（予定） 

１３，０００発 

 

２ 主な実施スケジュール（予定） 

日程 項目 

４月中旬 広告協賛、屋形船観覧の募集開始 

５月中旬 北千住駅関係者による導線等打合せ会（第１回） 

６月上旬 ポスターでのＰＲ開始 

６月上旬 交通規制計画の完成 

６月中旬 警備・交通打ち合わせ会 

６月下旬 北千住駅関係者による導線等打合せ会（第２回） 

６月下旬 有料席販売開始 

７月上旬 パンフレットの配付開始 

７月中旬 河川敷等警備実査、河川敷設営開始 

 

３ 花火打上等業務委託契約の事業者決定について 

（１）契約の相手方 

ア 事業者名 

北陸火工株式会社（代表 窪田 繕議） 

イ 所在地 

石川県かほく市若緑ツ１２１－１ 

（２）業務名 

   「足立の花火」花火打上等業務委託 

（３）業務目的、内容 

ア 業務目的 

足立区観光交流協会と足立区が共催して実施する「足立の花火」

において、安全に魅力ある花火を打ち上げ、足立区を内外に幅広く

ＰＲすることを目的とする。 
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イ 業務内容 

① 煙火（１３，０００発相当）の打ち上げ 

② 煙火の手配、運搬・設置、撤去 

③ 打ち上げプログラムの作成 

④ 打ち上げに係る各種申請等 

 

４ 選定委員会での特定から委託事業者決定までの経緯について 

（１）令和６年２月５日 

「足立の花火」花火打上等業務委託事業者選定委員会により、評価

順位の１位が一般社団法人日本煙火芸術協会、２位が北陸火工株式会

社となった。 

※ 選定委員会での評価等について 

① 提案は、一つ一つの花火玉に高い芸術性を持たせるという

内容であった。 

② 一般社団法人日本煙火芸術協会の会員であり、実際に花火

玉の製造、打上を実施する事業者の競技大会等での受賞歴

が、高く評価された。 

（２）令和６年２月１４日 

足立区観光交流協会会長決定により、一般社団法人日本煙火芸術協

会に契約候補事業者として特定された旨を通知した。 

しかしながら、公表仕様書の打上発数と提案の発数に大きな開きが

あり、契約協議を開始した。 

※ 公表仕様書に記載の打上発数 

    「２．５号玉以上の打上発数 １３，０００発相当」 

（３）令和６年２月２０日 

一般社団法人日本煙火芸術協会から、再提案を受け取った。発数の

増及び（打上花火でない）小型煙火等の増の提案内容であったが、発

数について、なお大きな開きがあるため、協議を継続した。 

（４）令和６年２月２９日 

   一般社団法人日本煙火芸術協会から、再々提案を受け取った。発数

及び小型煙火等がさらに増加していたが、発数については大きな開き

があることは変わらず、協議継続とした。 

（５）令和６年３月５日 

   一般社団法人日本煙火芸術協会から、２月２９日と同一内容の最終

提案を受け取った。 

（６）令和６年３月６日 

   足立区観光交流協会から、発数の開きが埋まらないため、契約協議

を終了としたい旨を打診した。 

（７）令和６年３月２６日 

   一般社団法人日本煙火芸術協会と、契約協議の終了についての協議

を行った。 

（８）令和６年３月２９日 

   一般社団法人日本煙火芸術協会と、打上発数に関する協議の打ち切

りに双方合意し、契約協議終了合意書を取り交わした。 

（９）令和６年３月２９日 

評価順位第２位である北陸火工株式会社を契約候補事業者として繰

り上げた。 
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（10）令和６年４月１０日 

 北陸火工株式会社と協議が整い、契約を締結した。 

 

５ 事業者選定委員会について 

（１）公募期間 

令和５年１１月１５日から令和５年１１月２９日まで 

（２）選定委員会 

ア 委員会開催状況 

 開催日 内 容 審査事業者数 

第１回 
令和５年 

１１月９日 

選定方法や評価項目等の

確認 
－ 

第２回 
令和５年 

１２月２１日 

第一次選考（提案書提出

者の選定：書類審査） 
２事業者 

第３回 
令和６年 

２月５日 

第二次選考（提案書の特

定：プレゼンテーショ

ン、ヒアリング） 

２事業者 

イ 委員構成（各回５名） 

種別 氏 名 役 職 等 

外部委員 

間瀬 基夫 

【委員長】 
日本花火鑑賞士会会長 

石井 孝子 日本のはなび振興協会理事 

岸本 佳子 ＢＵｏＹ芸術監督 

区職員 

栗木 希 足立区シティプロモーション課長 

石鍋 敏夫 
一般財団法人足立区観光交流協会 

専務理事 

ウ 審査項目及び審査結果 

詳細は、別紙１「『足立の花火』花火打上等業務委託提案書提出

者選定結果（第一次）」及び別紙２「『足立の花火』花火打上等業

務委託提案書特定結果（第二次）」のとおり。 

 

６ 今回の問題点について 

（１）仕様書について 

主催者の求める最低発数を明記しておらず、「相当」という言葉

 の捉え方に差が出てしまう状態であった。 

（２）選定委員会の評価項目について 

   発数に関する具体的な評価項目を明記していなかった。 
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７ 次回の事業者選定に向けた改善（案）について 

書類 今回 改善（案） 

仕様書 

２．５号玉以上の打上発

数 

１３，０００発相当 

２．５号玉以上の打上発数 

１３，０００発以上（この発

数を満たさない提案は失格と

する） 

評価項目 

① 全体構成の企画にエ

ンターテインメント性を

期待できる。 

② 花火演出（色彩、

形、テーマ）に創造性や

独自性がある。 

①  ２．５号玉以上の打上

発数が、１３，０００発

以上で高密度の花火が期

待できる。 

②  ４号玉の数や種類が、

豊富である。 

③  全体構成の企画にエン

ターテインメント性を期

待できる。 

④  花火演出（色彩、形、

テーマ）に創造性や独自

性がある。 

 

８ 「第４６回足立の花火」の今後の方針等 

（１）花火打上事業者と、プログラム構成や音楽花火の選曲等、早急に

協議し、各種申請等遅滞なく進めていく。 

（２）当日の雑踏警備について、千住警察署や西新井警察署等と協議を進

めている。交通規制についても、前回実施時の規制区域・時間をベー

スに、来場者の混雑状況等を振り返り、検討を開始している。 

   来場者の安全を確保するため、警察・消防・鉄道会社等と綿密な協

議を行い、交通規制計画及び警備計画を策定していく。 

（３）有料席については、前回は販売開始１５分で売り切れた結果を踏ま

え、場所の変更・追加、席数の増、チケット代の値上げについて検討

していく。 
 



別紙１

一般社団法人日
本煙火芸術協会

北陸火工
株式会社

1 業務実績
同種、類似業務の
実績はあるか

同種同類の業務実績が豊
富か 150 114 126

2 経営状況
経営状況が安定し
ているか

直近含め過去３年分の財
務諸表から税理士が診断
する。
※税理士の総合評価が２
以下の場合は提案書提出
者としない

75 45 60

3 業務遂行力
業務遂行体制は妥
当か

・役割分担が明確で、確
実に業務を遂行できる体
制か
・業務遂行にあたり十分
な数の有資格者を揃え、
適切に配置しているか

125 85 90

4
危機管理体
制

事故防止及び発生
時の対策は妥当か

・従業員の危機管理意識
向上に繋がる研修を適切
に実施しているか
・妥当性のある危機管理
マニュアル等があり、事
故防止のための対策や事
故発生時の体制が整って
いるか

125 105 90

5
社会的貢献
度

社会的貢献度があ
るか

・ＷＬＢ（ワーク・ライ
フ・バランス）認定企
業、えるぼし認定企業、
くるみん認定企業
・ISO14001認証
・プライバシーマーク
・健康経営優良法人
・ユースエール認定　な
ど

25 0 0

500 349 366

選定 選定
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合　計

「足立の花火」花火打上等業務委託提案書提出者選定結果（第一次）

評価項目 評価の視点 評価指標
配点

（満点）

事業者名

選　定　結　果



別紙２

一般社団法人日
本煙火芸術協会

北陸火工
株式会社

1
花火の
構成等

打上花火の各玉の大き
さの数量及び種類、仕
掛花火・演出装置、小型
煙火等の演出とその実
効性、事前参加型企画
の実行性

・全体構成の企画にエンターテイン
メント性を期待できる
・花火演出（色彩、形、テーマ）に
創造性や独自性がある

200 141 133

2 演出力

音楽花火、空間演出
（レーザー等）への対
応、工夫を施した演出の
実効性、花火演出の創
造性

・音楽を利用した花火の演出や効
果が期待できる
・レーザー演出を利用した花火の
演出や効果に期待できる
・その他の空間演出（レーザー以
外）の提案に実行性や魅力がある
・花火演出で創造性・独自性に魅
力がある
・河川敷の特性（ワイドなロケー
ションや４号玉までの制限）でも工
夫を凝らした演出が期待できる

125 86 79

3 受賞歴
大規模花火大会や競技
大会での実績はあるか

・内閣総理大臣賞など、多々の大
会で受賞歴がある 25 24 12

4
実施
体制

煙火を消費するにあた
り、花火打上当日までの
スケジュール等の準備
及び当日打ち上げを行
う準備及び体制は妥当
であるか

・花火打上げ日までのスケジュー
ルの内容が妥当である
・花火打上時の実施体制は妥当か

50 41 35

5
危機
管理

安全な花火の実施に対
する取り組みや災害発
生時の対応は十分な体
制が取られているか

・事故防止の対策は十分か
・事故発生時の対処が妥当か
・災害時の対応は妥当か

75 62 50

6 コスト

費用対効果が見込める
か
【※限度額４，５００万円
の中で評価をする。】

・玉種の割合を考慮し、提案限度
額相当又はそれ以上の効果が期
待できる内容である

25 16 18

500 370 327

特定 非特定特　定　結　果

合　計

事業者名

「足立の花火」花火打上等業務委託提案書特定結果（第二次）

分類 説明 評価項目
配点
（満点）
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